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１ 計画策定の趣旨 

地球温暖化問題とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの

濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及び大気の温度が追加的に上昇し、自

然の生態系及び人類に悪影響を及ぼすものであり、その予想される影響の大きさや深刻さか

らみて、人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一つである。 

地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条においては、地方公共団体の義務として、実

行計画の策定と公表並びに実行計画に基づく措置の実施状況（温室効果ガスの総排出量を含

む。）の公表が求められている。 

 

２ 計画の目的 

市自らが地球温暖化防止に向けた取り組みを率先して実行することにより市の事務及び

事業に関わる温室効果ガスの排出削減を図り、ひいては、市民、事業者等の地球温暖化防止

に向けた自主的かつ積極的な行動を促進することを目的とする。 

 

３ 計画の対象となる温室効果ガス 

温室効果ガスの種類 

本計画の対象となる温室効果ガスは、二酸化炭素とする。 

   ただし、必要に応じて段階的に、地球温暖化対策推進法第２条第３項に規定されている次

の物質についても対象とする。 

  ① メタン                               

  ② 一酸化二窒素                         

  ③ ハイドロフルオロカーボン 

  ④ パーフルオロカーボン       

  ⑤ 六ふっ化硫黄                         

⑥ 三ふっ化窒素 
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４ 計画の対象となる市の事務及び事業の範囲 

この計画の対象範囲は、市長、議会、農業委員会、教育委員会、監査委員、選挙管理委員

会所管に係る事務及び事業とする。ただし、公共事業のように民間に委託して行う事業や市

有施設の管理一切を民間に委託している事業（施設管理において、通常の管理は委託してい

るものの、光熱水費などを直接支払っている場合を除く。）は含まない。 

なお、委託者等に対して、温室ガスの排出抑制等の可能なものについては、必要な排出抑

制等の措置を講じるよう要請するものとする。 

① 庁舎               ⑧ 小学校  

② 消防・防災施設                    ⑨ 中学校 

③ 水道施設             ⑩ 福祉施設 

④ 下水施設             ⑪ 衛生センター 

⑤ 社会体育施設                      ⑫ 公園 

⑥ 社会教育施設                   ⑬ 住宅（外灯等） 

⑦ 認定こども園                   ⑭ その他施設 

 

※ 本計画期間中に大規模施設の廃止等があった場合は、基準年度の実績を補正して評価を行     

う。また、期間中に新設される施設については新設の時点から本計画の対象とする。 

 

５ 二酸化炭素排出量の現状【基準年度（2017 年）の排出量】 

項      目 使 用 量 二酸化炭素排出量 排出割合 

 電気使用量 17,150,080 kWh 7,923,336 kg 77.37 % 

 ガソリン 112,650 ℓ 261,573 kg 2.55 % 

 灯油 691,456 ℓ 1,721,033 kg 16.80 % 

 軽油 64,487 ℓ 168,891 kg 1.65 % 

 Ａ重油 11,920 ℓ 32,303 kg 0.32 % 

 ＬＰＧ 20,495 ㎥ 134,037 kg 1.31 % 

合     計 10,241,173 kg 100 % 

電気使用量

ガソリン

灯油

軽油

Ａ重油

ＬＰＧ
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６ 計画の期間及び目標 

（１）計画の目標年度及び基準年度 

   本計画の期間は 2020 年度を初年度とし、2024 年度を目標年度とする。 

   また、2017 年度を基準年度とする。 

 

（２）二酸化炭素の排出削減目標 

業務その他部門と運搬部門に目標を分けて設定する。 

目標を削減目標量及び削減率、目標年度排出量は次のとおりとする。 

 

部門 基準年度排出量 削減率 削減量 目標年度排出量 

業務その他部門 9,826,451 kg 10 % 982,645 kg 8,843,806 kg 

運搬部門 ガソリン 261,573 kg 6 % 15,694 kg 245,879 kg 

軽油 153,148 kg 6 % 9,188 kg 143,960 kg 

※二酸化炭素排出係数は、2017 年度の九州電力の排出係数を環境省が発表したもの。 

二酸化炭素排出係数（2017 年度）  0.000462t-CO2/kWh 

 

業務その他部門（内訳） 

二酸化炭素排出量 基準年度の量 削減率 削減量 目標年度の量 

電気使用量     7,923,336 kg 10 % 792,333 kg 7,131,003 kg 

 灯油        1,721,033 kg 10 % 172,103 kg 1,548,930 kg 

軽油        15,743 kg 10 % 1,574 kg 14,168 kg 

A重油       32,303 kg 10 % 3,230 kg 29,073 kg 

LPG           134,037 kg 10 % 13,403 kg 120,634 kg 

※軽油は車両の分を除いたもの 

 

運搬部門（内訳） 

二酸化炭素排出量 基準年度の量 削減率 削減量 目標年度の量 

ガソリン 261,573 kg 6 % 15,694 kg 245,879 kg 

軽油   153,148 kg 6 % 9,188 kg 143,960 kg 
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 その他省エネ等関連項目削減目標 

項   目 基準年度の量 削減率 削減量 目標年度の量 

コピー用紙    注１ 11,042,300 枚 10 ％ 1,104,230 枚 9,928,070 枚 

水道使用量       116,090 ㎥  10 ％ 11,609 ㎥ 104,481 ㎥ 

 注１：コピー用紙については、Ａ４に換算しています。 

換算係数  Ａ４＝１枚  Ａ３＝２枚  Ｂ４＝1.5 枚  Ｂ５＝0.75 枚 
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７ 具体的取り組み 

（１）電気使用量の削減 

  ア 省エネ運動の徹底 

 節電対策強化期間 

（ア） 夏季（６月から１０月）及び冬季（１２月から３月）の期間は節電対策の強化期

間とし、特に節電へ取り組むこととする。 

照明、パソコン等のこまめな切電 

（ア） 休み時間の照明は、昼休み窓口業務など業務遂行上必要な照明を除き消灯すると

ともに、時間外勤務時には不必要な照明を消灯する。 

（イ） 日中、窓側で充分な照度が確保できる場所は消灯する。 

（ウ） 長時間席を離れるときは、パソコンの電源を切る。また、昼休みも必ず、パソコ

ンの電源及びコピー機等の電気機器の電源を切る（または、スリープ、休止状態

にする）。帰宅時は不要な機器のコンセントを抜く。ただし、支障がある機器は

除く。 

（エ） 照明器具の電球や反射傘（板）をこまめに磨き、照明器具の性能保持に努める。 

（オ） コピー機の集中管理を徹底することにより台数を削減する。 

（カ）  湯沸かし室やトイレ、倉庫等断続的に使用する箇所の照明は使用の都度点消灯す

る。 

（キ） 照明器具に光反射板を取り付け、照度を上げることにより、蛍光灯の本数の削減

や機器による調光量の調整を行う。 

（ク） 自動販売機の設置台数の見直しや、省エネルギー型への転換について設置業者に

協力を求める。 

（ケ） 執務室内の照明器具は、それぞれに天候、室内の状況に応じた適切な点消灯の管

理を行うため、個々に消灯できるようにする。 

（コ） 業務効率化による照明やパソコン等電子機器の使用時間削減等。 

エレベーターの利用自粛 

（ア） 庁内の移動には階段の利用に努め、エレベーターの利用を極力控える。 

冷暖房の効率的使用 

（ア） 冷暖房は適切な温度に設定し、 過度とならないよう空調管理を行う。（室温で

冷房は 28度以上、暖房は 20 度以下に管理する。） 

空調を付ける基準は不快指数を参考にして判断を行う。 

また、利用時間は原則として下記のとおりとする。 

・冷房使用時期 不快指数が基準を超過した時の平日 

・暖房使用時期 室温が 19 度を下回った時の平日 

・冷房使用時間 午前 8時 10 分～午後 5時 15 分 

・暖房使用時間 午前 8時 10 分～午後 5時 15 分 
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（イ） 冷暖房効率を上げるために、カーテン、ブラインド、グリーンカーテンを活用 

する。 

クールビズ・ウォームビズの励行 

（ア） 夏季（５月～１０月）の執務時は、原則としてネクタイを着用しないなど軽装 

励行する。 

（イ） 冬季（１２月～３月）の執務時は、重ね着をするなど暖かい服装を励行する。 

職場点検の実施 

（ア） 節電強化期間中など、環境課の判断により必要に応じて職場点検を実施する。 

主な点検内容は、上記に記載されている「具体的取り組み」内容とするが、点検 

時の状況にあわせて点検内容の追加等を行ってもよいものとする。 

点検方法は、各担当部局の地球温暖化防止対策実行計画担当者が、自分が所属す

る部局の点検を行う。 

※対象設備の使用者が管理することが望ましく、地球温暖化防止に対する職員の

意識向上を兼ねて各所属で点検を行ってもらうように記載しています。 

 

イ 省エネルギー設備、機器への更新促進 

    消費電力の小さい省エネ型の電子機器等やマルチ方式の空調機器など電力消費のより

少ない機器等への更新を促進する。 

 

ウ その他の取り組み 

   職員への教育実施 

（ア）市役所職員（若手職員）への省エネに関する教育を環境課において毎年行う。 

 

（２）燃料使用量の削減 

ア エコドライブ推進運動の展開 

（ア） 経済速度（高速道路 80 ㎞/h 程度）による走行。 

（イ） 急発進急加速や不必要なアイドリング等をしない。 

（ウ） タイヤの空気圧調整など定期的な整備。 

（エ） 不必要な荷物を積みっぱなしにしない。 

（オ） 合理的な走行ルートの選択による効率的、合理的な運行。 

（カ） 低燃費車、低排出ガス車の優先的、計画的使用。 

 

  イ 低燃費車の導入 

公用車の更新時は、使用目的の特殊事情を除き、低公害車や低燃費車の購入（リース）

に努める。 

  ウ 省エネ設備の導入及び燃料転換の促進等 
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省エネ型の設備の導入を促進する。 

               

（３）省資源の徹底 

  ア コピー用紙使用の節減 

（ア） 両面印刷及び不要文書、ミスコピーの裏面利用（コピーやファクシミリ等）を徹

底するとともに、庁内文書には使用済み用紙の裏面を利用する。 

（イ） ミスコピー防止のため、コピー機使用後は、必ずオールクリアボタンを押し、不

用紙が発生しないようにする。 

（ウ） 庁内グループウエア及び文書管理システムを活用し、ペーパーレス化を進める。 

（エ） 会議資料は簡素化と共有化を図り、ページ数や部数を必要最小限とする。 

（オ） 各種資料は共有化を図り、個人所有の資料はなくすようにする。 

（カ） 会議において事前に配布されている資料は配布しない。 

（キ） 公共機関あてのファクシミリには送付状を省略し、送受信者名等は本文余白を利

用する。 

（ク） 市機関相互の文書の送付にあたっては、使用済み封筒を活用する。 

（ケ） 会議においては、原則として封筒を配布しないこととし、配布資料等の量が多い

場合はあらかじめ出席者に袋などの持参をお願いする。 

    （ 配布する必要がある場合は、使用済み封筒の活用も考慮する。 ） 

（コ） 枚数が多くなる場合は印刷機（輪転機）を使用する。 

 

    イ 廃棄物の減量化 

（ア） 冊子、パンフレット、ポスター、報告書等の印刷物については、ＰＲ効果などを

勘案して、発行の必要性の有無、発行回数、発行部数、ページ数を精査し、必要

最小限とする。 

（イ） 使用済み封筒を活用する。（再掲） 

（ウ） 両面コピーにより紙使用量を削減する。（再掲） 

（エ） 使い捨て容器を使用した製品の購入を控える。 

（オ） 詰め替え可能な製品（洗剤、文具等）を利用する。 

（カ） 簡易包装製品を選択、購入する。 

（キ） 備品、事務用品等については、修繕等により長期使用を図る。 

（ク） ファイルは再使用する。 

（ケ） 利用できる不要備品は、庁内のグループウエア等により情報を提供し、他の部署

での活用に努める。また、総合支所内に備品の保管施設等の確保に努める。 

 

  ウ 水道水使用量の削減 

（ア） 水道水圧調整を実施するとともに節水を励行する。 
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（イ） 公用車の洗車にあたっての節水を励行する。 

（ウ） 流水音発生機や感知式の洗浄弁や自動止水水洗など、節水に有効な器具の設置を

進める。 

（エ） 水漏れ点検を徹底する。 

 

  エ グリーン購入法に基づく環境物品の購入に努める。 

 

（４）職員等の意識啓発 

  ア 各所属や機関においては、取り組みの推進を図るため張り紙を掲示するなど、職員の意

識啓発に努める。 

イ 環境に関するシンポジウム、研修会等への職員の参加に対して配慮する。 

ウ 各部局が実施もしくは関係する環境に関するシンポジウム、研修会、地域活動の情報を

各職場に提供する。 

エ 庁舎、施設、学校等の一般利用者や生徒等への意識啓発を図る。 
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８ 推進体制 

（１） 全庁的体制 

ア 南島原市役所地球温暖化防止対策実行計画推進委員会設置要綱（以下「設置要綱」とう。）

において取り組みを推進する。 

推進委員会は、庁内（本計画の対象となるすべての機関をいう。）における計画の取り

組み状況に関する報告を受け、その結果を公表すると共に必要に応じて計画見直しを行

う。 

イ 推進委員会は、計画の推進に関する事項について検討するとともに、庁内における計画

の取り組み状況についての報告を取りまとめる。 

ウ 取り組み状況の推進委員会への報告は、環境課長が行う。 

   

 

（２） 部局及び支所における体制 

ア 部局長の役割 

部局長は、部局における計画の推進を統括する。 

イ 課長及び支所長（以下「課長等」という。）の役割 

課長等は、課内又は支所内において計画を周知し、取り組みを推進する。 

ウ 課の担当職員又は、これに相当する職員は、課又は支所において計画を周知し、取り組

みを推進する。また、課又は支所における計画の取り組み状況を把握し、課長等へ報告

するとともに南島原市地球温暖化対策実行計画推進委員会事務局（環境課）へ報告を行

う。 
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【計画の推進・点検体制フロー図】 

南島原市役所地球温暖化防止対策実行計画推進委員会 

温暖化防止対策実行計画推進委員会  

 

   

計画の進行管理、公表、見直し 

 

委員長  副市長 

  副委員長 環境水道部長 

 事務局  環境水道部 環境課 

               （１）実行計画の策定に関すること 

               （２）実行計画の効率的推進に関すること 

               （３）実行計画の進行管理に関すること 

      （４）実施状況の公表に関すること 

               （５）その他計画策定・実行・推進に必要な事項に関すること 

構 成 委 員 

副市長、総務部長、地域振興部長、市民生活部長、環境水道部長、福祉保健部長、農林水産

部長、建設部長、会計管理者、議会事務局長、教育委員会教育次長、農業委員会事務局長、

監査委員事務局長、支所長 

          ↓                      ↑ 

・計画の周知と取組の推進     課長等 

 （推進管理者） 

・取組み状況を推進委員会事務局に報告 

・取組み状況の把握 

  

             ↓                       ↑ 

・課又は支所における 

計画の周知 

   職員担当者 ・取組み内容の課長等へ報告 

（別紙、様式１号、様式２号 

を上半期・下半期） 
  

             ↓                    

 

・具体的な取組の実践 

職   員              ↑ 

・具体的な実践取組内容の報告 
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９ 点検・調査の実施 

     取り組みの実施状況について必要に応じて第三者に調査を依頼し、計画実行の徹底を図

る。 

 

１０ 計画の進捗状況の公表 

各機関は燃料使用量、電気使用量、廃棄物発生量等を上半期・下半期に集計し別紙、様

式１号、様式２号を用いて電子データに記入し環境課に報告する。 

また、前年度同時期と比較して改善の必要があるもの（※使用量の増加したもの等）に

ついてはその理由等を記載する。 

推進事務局は、この計画の実施状況等に関する報告を毎年度とりまとめ、翌年度の７月

を目途に公表する。 

【報告期限】 

上半期： 10 月 20 日まで 

   下半期： 来年度の 4 月 20 日まで 

（※前年度の担当は３月末までに２月分までの報告を行う） 

 

１１ 進行管理の仕組み 

   年度ごとの取り組みは、ＰＤＣＡサイクルで実施します。 

①計画（Plan）  ②実行（Do） 

○推進体制の確認 

○年度計画の作成 

○取組等の周知徹底 

○個々の取組の実施 

  

④見直し（Action）  ③点検・評価（Check） 

○年度集計 

○結果の公表 

○進捗状況の確認 

○取組状況の評価・報告 

１２ その他 

    この計画に関する事務は、環境課において関係部局の協力の下に行う。 

   また、電子データはそれぞれの部署で適正に管理を行う。 

    この計画は、2020 年 4 月 1 日から適用する。 
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参 考 

◎ 地球温暖化対策の推進に関する法律（関係部分抜粋） 

  （地方公共団体の責務） 

   第４条  地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑

制等のための施策を推進するものとする。 

     ２ 地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制のための

措置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制

等に関して行う活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供

その他の措置を講ずるように努めるものとする。 

      （地方公共団体実行計画等） 

第２１条の１ 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当

該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並

びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（以下「地方公共団体実

行計画」という。）を策定するものとする。       

２ 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 計画期間  

二 地方公共団体実行計画の目標  

三 実施しようとする措置の内容  

四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項  

     ８ 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、単

独で又は共同して、これを公表しなければならない。 

    １０ 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画

に基づく措置及び施策の実施の状況（温室効果ガス総排出量を含む。）を公表し

なければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


